
申告が必要かどうかを判断する簡易チャート

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ
はい

はい

令和６年中に
収入がある

給与収入がある

年末調整している

住民税申告(所得なし申告)
（役場税務課まで）

申告が必要
（e-TAX、税務署、役場申告会場へ）

申告不要

申告不要

申告不要スタート

遺族・障害年金や失業
保険などの非課税給付
は 含みません。

はい

追加する控除等がなく、年金

収入以外(営業、農業、不動

産、シルバー分配金、個人年

金など)の収入がない。

○お問い合わせ
多可町役場 税務課
℡：0795-32-2386

※この簡易チャートは一般例です。申告が必要かどうか迷われる場合は、下記までお問い合わせください。

申告は原則不要ですが、行政サービスの適用を受ける

ためには住民税申告が必要となる場合があります。

また、下記にあてはまる方は申告をお願いしています。

■国民健康保険の被保険者
■後期高齢者医療保険の被保険者
■介護保険の被保険者
■自身が世帯主で世帯内に上記被保険者がいる方
■生活支援、医療福祉等の行政サービスを受ける方

収入が
公的年金のみ

年末調整をしていない方や

年金・給与以外の所得金額

が２０万円以上ある方は、確

定申告が必要です。

それ以外の場合は住民税申

告が必要です(役場申告会場

まで)。

はい

給与以外に
収入がある

または

追加する控除がある
(医療費控除など)

●作成済みの申告書の提出は役場税務課まで ※地域局では受付できません

（収入金額が400万円以下）

いいえ

いいえ

いいえ

昨年申告をされた方には税務署や役場から申告のご案内が発送されますが、

届いたから必ず申告しなければならないわけではありません。下記の簡易チャートによりご確認ください。

●確定申告は自宅から簡単にできる電子申告がおすすめです！
スマホとマイナンバーカードでe-TAX！

e-TAX
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